


 

 
 

事前相談終了 

 

配慮事項回答書の提出 

追加資料の提出【随時】 ２部提出してください。 

 
 

■景観審議会（審査部会） 

■景観形成協議会（協議会設立の場合） 
■その他市長が認めた団体 

配慮事項の通知  
 

相談 追加資料がある場合 
相談 

設計段階における事前相談の相談事項 



 

計画段階における事前相談の相談事項 


 



 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◆ 『事前相談時の必要図書』 
 

事前相談時の必要図書 
建築物

工作物 

土地の形質

の変更 

木竹の伐採 
物件の堆積 

鈴鹿市景観計画区域内における 

行為の事前相談申出書（第５号様式） 

〇 

別紙１、２ 

〇 

別紙３ 

〇 

別紙３ 

委任状 ※届出者以外が手続を行う場合 〇 〇 〇 

景観チェックシート 

（景観資源シート＋景観類型シート） 〇 〇 〇 

付近見取図 〇 〇 〇 

配置図 〇  〇 

立面図 〇   

現況写真 〇 〇 〇 

現況図  〇  

土地利用計画図  〇  

断面図（※必要な場合に限る）  〇  

◆計画段階において，『事前相談時の必要図書』が揃わない場合又は提出した図書の内容に変更があ

る場合は，設計段階において当該図書を提出することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 凡例 
 

 
 

 

◆ 全ての『事前相談時の必要図書』が揃わない場合は、 

事前相談終了通知書を交付することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画段階事前相談 設計段階事前相談 

行為者 

市役所 

 

 
事前相談終了 

 

事前相談終了通知書の交付 

 

配慮事項回答書の提出 

事前相談申出書の提出 

【計画段階】 

『事前相談時の必要図書』を 
２部提出してください。 

 

 

■景観審議会（審査部会） 

■景観形成協議会（協議会設立の場合） 
■その他市長が認めた団体 

配慮事項の通知  
 

事前相談申出書の提出から事前相談終了通知書の

交付までの標準処理期間を６０日間とします。 

※ただし、規模によって異なることがあります。 




